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このパンフレットは平成１５年４月１日施行の改正商法を準拠し作成しています。

株式会社が合併、資本減少、準備
金減少、会社分割をする場合には、
事前に決算を公開していること
が条件となっています。



官報

官報は、法令の公布紙・国の広報紙・国民の公告紙として、明治16年７

月２日に創刊され、行政機関の休日を除き、毎日発行され全国で購読さ

れています。
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法律・政令・条約 ……「法令のあらまし欄」を設けてわかりやすく解説

府令・省令 …………… 内閣府令・各省の省令、各省の共同省令等

規則 …………………… 会計検査院・人事院及び各委員会等の規則

告示 …………………… 厚生労働省告示「薬価基準の改正」等

国会事項 ……………… 議事日程及び議案関係事項等

人事異動 ……………… 各省庁の人事異動等

叙位・叙勲・褒章 …… 叙位、叙勲及び褒章等

官庁報告 ……………… 国家試験の合格者発表及び公聴会等

資料 …………………… 閣議決定、各省庁の各種報告及び資料等

公告 …………………… 各省庁（入札・落札等）、裁判所（公示催告・除権判決・

………………………… 破産・免責・会社更生・再生等）、特殊法人等（入札・

………………………… ディスクロージャー等）、地方公共団体（地方債償還・

………………………… 行旅死亡人等）及び会社の行う法定公告等

■掲載内容
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会社の行う法定公告は、合併公告・資本減少公告・準備金減少公告・

解散公告などのように、法令で官報掲載と定められているものと、決

算公告・株券提出公告・株式名義書換停止公告・基準日設定公告など

のように、官報又は日刊新聞紙（時事に関する事項を掲載するもの）

のいずれかに指定し、掲載するもの等があります。その指定は、会社

の定款によって定めることになっています。

官報は、国が発行する唯一の機関紙として、民法や商法等に基づく法定公告に

広く御利用いただけるよう常時受付し、直ちに掲載できるよう弾力的な紙面づ

くりを行っています。

会社の法定公告については、信頼性も高く、低廉な掲載料金を採用している官

報をぜひ御利用ください。

国立印刷局ホームページ（http://www.npb.go.jp/）のインターネット版『官報』

で会社法定公告等の記事を閲覧することができます。

※掲載料金は、平成15年12月１日現在のものです。

法定公告は、法令によって掲

載することが義務づけられて

いるものですから、その内容

は真実を正確に表現したもの

でなければならないことはい

うまでもありません。万一虚

偽又は不正な公告をした場合

には、公告としての効力が失

われるばかりでなく、民事上、

刑事上の責任を問われること

もありますから、公告原稿を

作成される際には、留意して

ください。

会社の行う法定公告

定　　款

第１章　総　　則

第２章　株　　式

（商　号）

第　１　条　当会社は、◯◯株式会社と称し、英文では◯◯◯◯◯◯、

　◯◯◯と表示する。

（目　的）

第　２　条　当会社は、下記の業務を営むことを目的とする。

　１．各種繊維工業品の製造及び加工

　２．各種化学工業品の製造及び加工

　３．各種工業製品、医薬品、医薬部外品、農薬品、洗剤、化粧品、

　　　化粧品用具及び医療用具の製造及び加工

　４．各種食品の製造及び包装、成型加工

　５．前記各号に関連する事業及びその輸出入

（本店の所在地）

第　３　条　当会社は、本店を東京都◯◯区に置く。

（公告の方法）

第　４　条　当会社の公告は、官報に掲載する。



決算公告は、商法及び商法施行規則に基づいて、小会社・中会社及び大

会社のそれぞれの会社に応じた決算公告の記載方法が定められています。

決算公告は国が発行する官報へ

■決算公告の記載方法
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流動資産

固定資産

繰延資産

流動負債

固定負債

引当金（設けたとき）

資本金

資本剰余金

資本準備金

利益剰余金

利益準備金

当期純利益又は当期純損失

株式等評価差額金（設けたとき）

自己株式（設けたとき）

貸借対照表の要旨は、おおむね次のように
区分して記載します。

●貸借対照表の公告を要します。

資産の部……

負債の部……

資本の部……

（資本金１億円以下）小小 会社 中中 会社 （資本金１億円超え５億円未満）

流動資産

固定資産

有形固定資産

無形固定資産

投資その他の資産

繰延資産

流動負債

固定負債

引当金（設けたとき）

資本金

資本剰余金

資本準備金

利益剰余金

利益準備金

当期純利益又は当期純損失

土地再評価差額金（設けたとき）

株式等評価差額金（設けたとき）

自己株式（設けたとき）

貸借対照表の要旨は、おおむね次のように
区分して記載します。

●貸借対照表の公告を要します。

資産の部……

負債の部……

資本の部……

（注記）

・１株当たりの当期純利益又は当期純損失

・小会社の※印表示と同じ

（注記）

＊下記に該当する場合はそれぞれ注記が必要です。

商法施行規則第９２条の差額

・（資本金＋資本準備金＋利益準備金）＞貸借対照表上の純資産

額－（新株式払込金又は新株式申込証拠金の部に記載した額＋

土地再評価差額金の部に記載した額＋株式等評価差額金の部に

記載した額）

商法施行規則第９３条の超過額

・（資本準備金＋利益準備金＋その決算期に積立てることを要す

る利益準備金）＜（開業費＋研究費及び開発費）

商法施行規則第９３条の純資産額

・資産につき時価を付するものとした場合において、資産の時価

の総額＞資産の取得価額の総額
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百万円単位をもって表示するこ

とができます。

１億円単位をもって表示するこ

とができます。

※ただし、会社の財産又は損益の状態を的確に

判断することができなくなるおそれがあるとき

は、適切な単位をもって表示しなければなりま

せん。

要旨の金額の表示の単位

中会社小会社　

大会社

流動資産

固定資産

有形固定資産

無形固定資産

投資その他の資産

繰延資産

流動負債

固定負債

引当金（設けたとき）

資本金

資本剰余金

資本準備金

利益剰余金

利益準備金

土地再評価差額金（設けたとき）

株式等評価差額金（設けたとき）

自己株式（設けたとき）

貸借対照表 損益計算書

資産の部……

負債の部……

資本の部……

営業収益

営業費用

営業外収益

営業外費用

経常利益又は経常損失

特別利益又は特別損失

税引前当期純利益又は税引前当期純損失

法人税その他の税の額

法人税等調整額

当期純利益又は当期純損失

※商法施行規則第101条第１項各号に掲げる額

当期未処分利益又は当期未処理損失

（注記）・小会社の※印表示と同じ

（注記）・１株当たりの当期純利益又は当期純損失

大 （資本金５億円以上又は負債総額200億円以上）大 会社

貸借対照表の要旨は、中会社とほぼ同じ公告要旨であり、損益計算書の要旨は、おおむね
次のように区分して記載します。

●貸借対照表及び損益計算書の公告を要します。

（内容を示す適当な名称を付して記載する）



決算公告の官報掲載例
※大きさは原寸大で表示してあります。
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小 会 社

中 会 社

決算公告に関する商法等の規定

この公告は、２枠で59,126円です。 この公告は、３枠で88,689円です。①

この公告は、３枠で88,689円です。③ この公告は、３枠で88,689円です。④

②

1．公告の義務、
時期及び方法

2．罰則規定

株式会社は、「定時株主総会の承認後遅滞なく、貸借対照表又はその要旨を定款
所定の方法に従って公告しなければならない」と商法に定められています。な
お、その他の方法としてホームページで開示するという方法もあります。ただ
し、この場合には貸借対照表の全文を５年間開示しなければなりません。（商法
第283条第４項、第５項）

公告を怠り又は不正の公告をした場合には、行政罰として「100万円以下の過
料に処す」と定められています。（商法第498条第１項第２号、商法特例法第30
条第１項第９号）
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大 会 社

枠組公告は、１ページ（A４判）を24枠（４段×６枠）としております。

１枠の大きさは、横2.9cm×縦6.1cmです。

料金は１枠につき29,563円（税込）

最終ページの指定もできます。１枠につき39,757円（税込）。

■枠組公告

この公告は、４枠で118,252円です。

⑤

⑥

⑦
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大 会 社
この公告は、６枠で177,378円
です。

この公告は、８枠で236,504円
です。

⑧

⑨

※ 会社のマーク を入れることもできます。



決算公告とお知らせ公告の同時掲載例
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この公告は、12枠で354,756円です。⑩



法定公告の掲載例
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公告の方法が　　　　　　　　　　　　　　 と表示しました。官報と定められているものを

定款所定の方法によるものを　　

官

定
○
○

官○ 官○

官○定○
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株式会社が下記法定公告を官報に掲載する場合には、当事会社の最終の貸借対照表が特定できるよう、掲載されている
官報又は日刊新聞紙の名称・日付・ページ、若しくはホームページのアドレス等を併せて公告しなければなりません。
（商法施行規則第195条）
●合併公告
●資本減少公告
●資本準備金減少公告
●利益準備金減少公告
●新設分割に伴う異議申述公告
●吸収分割に伴う異議申述公告

料金は１行につき2,854円（税込）です。掲載方法等について不明な点がありました
ら、最寄りの公・広告取次店にご相談ください。（裏表紙参照）

官○ 官○

官○官○ 定○

会社の実情によりこれらの掲載例が必ずしも適当でない場合がありますので、お客様ご
自身で法律の専門家にご確認のうえ原稿作成をしていただきますようお願いいたします。
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定○

定○

定○

定○ 定○ 定○

定○ 官○

官○ 官○ 官○
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定○ 定○

官○ 官○

官○ 官○

会社の実情によりこれらの掲載例が必ずしも適当でない場合がありますので、お客様ご
自身で法律の専門家にご確認のうえ原稿作成をしていただきますようお願いいたします。



公・広告の掲載例
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各種の法定公告のほか、お知らせ広告も受付けておりますので、掲載方

法等について不明な点がありましたら、最寄りの公・広告取次店にご相

談ください。

■
基
準
日
設
定
公
告
・
株
式
分
割
に
よ
る
株
式
割

当
日
公
告

■
名
義
書
換
代
理
人
設
置
の
お
知
ら
せ

■
商
号
変
更
の
お
知
ら
せ

■
増
資
完
了
の
ご
挨
拶

■
本
店
移
転
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ
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■
商
号
変
更
に
伴
う
株
券
提
出
の
お
知
ら
せ

■
中
間
配
当
に
関
す
る
株
主
確
定
日
の
公
告

■
基
準
日
並
び
に
株
式
名
義
書
換
停
止
公
告

■
会
社
設
立
の
お
知
ら
せ

■
臨
時
株
主
総
会
招
集
の
た
め
の
基
準
日
設
定
公

告
■
臨
時
株
主
総
会
招
集
の
た
め
の
株
式
名
義
書
換

停
止
公
告



お客様 国立印刷局取次店

お申し込みから掲載までの流れ

公告・広告のお申し込み、お問い合わせは、最寄りの取次店へ。
※「決算公告」その他商法等に基づく公告についての「ご相談や原稿の作成等」につきましては、下記
の取次店で取り扱っております。

原稿

掲載紙

原稿

掲載紙

〒105-8445 東京都港区虎ノ門2-2-4
103（3587）4300（情報製品事業部官報グループダイヤルイン）
ホームページ　http://www.npb.go.jp/

※官報情報検索サービス（有料）のお申し込みは、各都道府県の官報販売所へ。

2004.11 50000

独立行政法人 国立印刷局


